
― 147 ―

富山大学人間発達科学部紀要　第 13 巻第 1号：147− 153（2018） 資　　料

Ⅰ．問題と目的

　発達障害は見た目では分かりにくい障害であるた
めに，保護者は子どもの障害に気づきにくく（岩崎
ら，2009），診断を受けた後も障害を受け入れられ
ない気持ちが強い傾向がある（湯沢ら，2007）。また，
障害についての情報を教えてほしいという保護者か
らのニーズが高い（呉ら，2006：玉木，2006）こと
から，発達障害児の保護者は周囲からのソーシャル
サポートを十分に得られていない状況に置かれてい
ることが推察される。このソーシャルサポートとは，
人間関係の中で相互に支援を得ていると感じられる
関係である，と定義される（筒井，1995）。具体例
としては，医師や専門家との面談，配偶者や友人か
らの励まし・応援，書籍からの情報受容，といった
ものなどが挙げられ，さらには近年では SNS 上の
知り合いとの関わりもソーシャルサポートとして有

効である（水内ら，2018）と考えることができる。
　子育てに関する情報を入手する手段について，植
田ら（2016）によれば，発達障害児の保護者に最も
共感できるのは同じ立場におかれた保護者であるこ
とが明らかにされている。一方で，小林（2004）は
不安が高かったり消極的であったりするなどの理由
で人と交流することが苦手な人は，直接人と交流す
るとストレスが増大する可能性が高いことを示して
いる。そうした中，熊井（2004）は，障害児支援の
ための情報提供ツールとして，インターネットは時
間と地域を超えた情報利用，双方向のやりとりを可
能にする点で優れているとしている。したがって，
直接人と交流することが難しくても，等しく情報を
受発信するために，ソーシャルサポートの 1つとし
て，Twitter や instagram，Facebook などといった，
個人間のコミュニケーション促進を目的とした，イ
ンターネットを利用したサービスである「ソーシャ
ルネットワークサービス（以下 SNSとする）」での
交流の場は，育児不安やストレス軽減のための 1つ
のリソースとして有効であると考える。
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　しかし，実際子育てをするなかで，SNS を利用
している保護者の割合，また，SNS をどのように
利用しているのかについて詳細に検討した研究は管
見の限りみあたらない。
　したがって本研究では，知的・発達障害児・者の
保護者が，どれほどの割合で SNS を利用している
のか，また，どのように利用しているのかを明らか
にし，新時代におけるソーシャルサポートの一形態
としての，SNS の有効性と課題について検討する
ことを目的とする。

Ⅱ．方法

１．調査対象および調査時期
　2017 年 6 月〜 7 月において，4県の発達障害児・
者親の会，A県の発達障害児支援事業所，B県のダ
ウン症協会，C県の知的障害特別支援学校に質問紙
を配布した。配布数は 260 部，回収数は 169 部（回
収率 42.3%）であった。回答は任意であった。その
うち，後述する調査内容についての回答に不備がな
い 158 部を分析対象とした。Table1 に調査対象者
の内訳を示す。

２．調査内容
（1）フェイス項目
　母親の年齢／子の年齢／子の最終学歴（まだ学校
等に在籍中であれば現在の所属）などについてたず
ねた。

（2）情報端末ならびに SNSの利用状況
　所持する情報端末／情報端末の用途，利用してい
るSNS／SNSの用途について，後述する中村（2017）
のインターネット利用状況の分類法に従い選択式に
てたずねた。

Ⅲ．結果と考察

１．障害児・者の保護者の情報端末所持状況
　スマートフォン，タブレット，パソコンの所持状
況について，Table2 に示す。
（1）スマートフォン所持状況
　障害児・者の保護者におけるスマートフォンの所
持状況については，子どもが現在通っている，また
は最後に通っていた学級の形態が通常学級である
と回答した保護者のうち 70.3％，特別支援学級で
は 100.0％，特別支援学校では 79.0％で，いずれの
群でも 7割を超えていた。また，スマートフォンの
種類の内訳では，通常学級・特別支援学級・特別支
援学校すべてにおいて iPhone よりも android のス
マートフォンを所持している保護者が多いという結
果であった。
　総務省によると，2016 年度の調査では 20 代から
70 代のスマートフォン所持率は 62.8％であること
から，今回の調査では障害児・者の子どもを持つ保
護者の方がスマートフォン所持率は比較的高いこと
が示された。要因としては，後にも述べるが，まず
は SNS が普及したことが考えられよう。また，本

Table 1　調査対象者の内訳

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
１．保護者年齢 ～30代 2 5.4% 5 31.3% 11 10.5%

40代 6 16.2% 7 43.8% 51 48.6%
50代 19 51.4% 4 25.0% 32 30.5%
60代～ 9 24.3% 0 0.0% 11 10.5%

２．子ども年齢 未就学 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
小低 1 2.7% 3 18.8% 5 4.8%
小中 1 2.7% 2 12.5% 4 3.8%
小高 1 2.7% 3 18.8% 9 8.6%
中学 3 8.1% 8 50.0% 21 20.0%
16～18 6 16.2% 0 0.0% 32 30.5%
19～22 7 18.9% 1 6.3% 15 14.3%
23～29 9 24.3% 0 0.0% 14 13.3%
30代 11 29.7% 0 0.0% 5 4.8%

通常級（N＝37） 特支級（N＝16） 特支校（N=105）
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調査で子どもに情報端末を持たせた理由を問う自由
記述において「ゲーム」，「学習」と回答した者が一
定数存在したことから，アプリケーションを子ども
に利用させるためにスマートフォンを所時している
ということも考えられる。
（2）タブレット所持状況
　タブレットの所持状況については，子どもが現在
通っている，または最後に通っていた学校・学級
の形態が通常学級であると回答した保護者のうち
27.0％，特別支援学級では 37.5％，特別支援学校で
は 28.6％が所持していた。また，タブレットの種
類の内訳では，通常学級は iPad を所持している保
護者が多く，特別支援学級は同数，特別支援学校は
iPad ではない他のタブレットを所持している保護
者が多いという結果であった。
　総務省によると，2016 年度の調査では 20 代から

70 代のタブレット所持率は 25.0％であり，今回の
調査ではわずかに障害児・者の子どもを持つ保護者
の方がタブレット所持率は高いことが示された。こ
の要因としては，スマートフォンと同じく子ども
が「ゲーム」や「学習」に取り組むための手段とし
ていることが考えられる。また，特別支援教育を受
けている子どもに対し教科書費や学用品などの教育
関係費を補助する特別支援教育就学奨励費の制度の
存在も，特別支援学級群のタブレットの所持率向上
に繋がっているのではないかと考える。特別支援学
校群については，子どもが学齢期を過ぎているとい
う対象者が多かったことから，この制度を利用して
いない，またはタブレット端末を利用していないと
いう対象者が多く，このような結果になったことが
推察される。なお，平成 25 年度に制度が改正され，
通常学級に在籍していても特別支援教育を受けてい

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
１．スマートフォン 種類問わず 26 70.3% 16 100.0% 83 79.0%

iPhone 11 42.3% 5 31.3% 39 47.0%
android 15 57.7% 11 68.8% 44 53.0%

２．タブレット 種類問わず 10 27.0% 6 37.5% 30 28.6%
iPad 6 60.0% 3 50.0% 12 40.0%
その他 4 40.0% 3 50.0% 18 60.0%

３．パソコン 17 45.9% 6 37.5% 47 44.8%

通常級（N＝37) 特支級（N=16) 特支校（N=105)

Table 2　情報端末等の所持状況

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
電話 34 91.9% 15 93.8% 95 90.5%
メール 33 89.2% 13 81.3% 86 81.9%
LINE 22 59.5% 13 81.3% 77 73.3%
Skype以外のSNS 24(N=222) 10.8% 28(N=96) 29.2% 95(N=630) 15.1%
Twitter 6 16.2% 4 25.0% 17 16.2%
instagram 3 8.1% 4 25.0% 13 12.4%
Skype 0 0.0% 0 0.0% 2 1.9%
Facebook 6 16.2% 7 43.8% 24 22.9%
ｍixi 2 5.4% 2 12.5% 6 5.7%
掲示板 1 2.7% 4 25.0% 4 3.8%
ブログ 6 16.2% 7 43.8% 31 29.5%
買い物 10 27.0% 8 50.0% 52 49.5%
ゲーム 8 21.6% 8 50.0% 30 28.6%
カメラ 32 86.5% 13 81.3% 85 81.0%
動画鑑賞 11 29.7% 5 31.3% 45 42.9%
その他 2 5.4% 1 6.3% 6 5.7%

通常級(N=37) 特支級(N=16) 特支校(N=105)

Table 3　情報端末の利用目的
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ればこの制度を受けられるようになったため，今後
は通常学級群のタブレット所持率も向上していく可
能性は十分にあると考えられる。
（3）パソコン所持状況
　パソコンの所持状況については，通常学級では
45.9％，特別支援学級では 37.5％，特別支援学校で
は 44.8％と，いずれも半数には及ばない結果であっ
た。
　総務省によると，2016 年度の調査では 20 代から
70 代のパソコン所持率は 66.2％であり，今回の調
査では障害児・者の子どもを持つ保護者の方が所持
率は低いということが示された。この要因として，
全体的に自宅ではより手軽にインターネットにアク
セスできるスマートフォンが活用されている傾向が
ある（総務省，2016）ことから，本調査の対象者も
同じ傾向があると考えられる。また，本調査中の子
どもが利用する情報端末に関する項目でもフィー
チャーフォンやスマートフォン，タブレットの利用
率が高かったことから，家庭では携帯情報端末を多
く利用していると推察される。

２．情報端末の利用目的
（1）利用目的
　利用している機能についてみてみると（Table3），
通常学級・特別支援学級・特別支援学校すべてにお
いて最も利用されている機能は「電話」（91.1％），
2 番目が「メール」（83.5％），3 番目が「カメラ」
（82.3％），4 番目が「LINE」（70.9％）という結果

であった。その他として挙げられているものとして
は，電子書籍・電子辞書・電卓・ナビ・インターネッ
ト検索（ニュースなどを含めた情報収集）・メモ・
スケジュール管理といったものがあった。
　利用率が高い上位 3つの機能は主に従来のフィー
チャーフォンにもある機能であったが，4 番目の
「LINE」はフィーチャーフォンではなくスマート
フォンやタブレット，パソコンなどで用いられる機
能であることから，スマートフォン普及により利用
率が高まったものの1つであると考えられる。また，
後述のように何かしらの SNS を利用している者は
全体の 39.2％であり，これもスマートフォンが普及
したことにより利用率が高まった要因の 1つである
と推察される。
（2）SNSの利用形態
　何らかの SNS 利用者は全体の 39.2％であった。
とりわけ，子どもが特別支援学級に通っている，ま
たは最後に通っていた群が，通常学級群と特別支援
学校群よりも高い割合で SNS を利用しているとい
う結果であった（29.2％）。Fig.�1 に SNS の種類別
の利用状況について示す。利用人数が最も多かっ
たのは「ブログ」（SNS 利用者中 71.0％），次いで
「Facebook」（SNS利用者中 59.7％）であった。
　インターネット利用状況の分類法（中村，2017）
に従い SNS 利用者の利用形態をみてみると（利用
率が著しく低かった Skype を除く），発信された情
報に対して，閲覧はするがコメントや「いいね」を
しない「情報受容」（65.3％）をする保護者が最も

Figure 1　SNS の利用状況
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多かった。次いで，発信された情報に対してコメン
トや「いいね」をする「応答的発信」（31.3％）が多かっ
た（Table4）。SNS 別にみると，とりわけ利用率の
高かった Facebook に関しては，自分から情報発信
する「積極的発信」型の保護者が応答的発信群とほ
とんど同じ，またはそれ以上存在することが調査の
結果より明らかとなった（Fig.�2）。
　本調査にて自由記述式で「SNS で情報を発信す
る理由」について尋ねたところ，応答的発信群で
は「「いいね」は私も相手も嬉しいと思うから（40
代・母・小高・特支校）」，「相手の書き込みに対し
て，自分が感じたこと（30 代・母・小高・特支校）」
という回答があった。このことから，相手の投稿を
読んでいる，同感だ，などといった意思を手軽に表
すことができるため，「いいね」を利用すると考え
られる。また，相手の投稿に対して「いいね」では
表せない感情をコメントで表すことで自分の意見を
発信していることも，回答から推察することができ
る。積極的発信群では「友人・知人との交流（50 代・

母・30 代・通常学級）」や「近況報告（40 代・母・
小高・特支校，他多数）」といった人と関わること
を目的としたものだけでなく，「個人としての好き
なこと，趣味等を扱う時間が欲しいから（30 代・母・
小低・特支校）」，「備忘録（40 代・母・小高・特支
校）」などといった個人の趣味や記録のために SNS
を利用していることも明らかとなった。このことか
ら，障害児・者の子どもを持つ保護者は直接の知り
合いには話せないことや，親でなく一個人としての
面を SNS 上で表現し，自分の時間・テリトリーを
確保していると考えられる。

Ⅳ．総合考察

　本研究の目的は，障害児・者の子どもをもつ保護
者が，どれほどの割合で SNSを利用しているのか，
また，どのように利用しているのかを明らかにし，
新時代におけるソーシャルサポートの一形態として
の，SNS の有効性と課題について検討することで
あった。調査の結果，障害児・者の子どもをもつ保
護者のスマートフォン・タブレット所持率は同世代
の一般所持率より高く，全体の 4割近くの保護者が
SNS を利用していることが明らかとなった。なか
でも，子どもが現在通っている，または最後に通っ
ていた学級の形態が特別支援学級である保護者の
SNS 利用率が高いということが示された。SNS 利

情報受容 96名 65.3%
応答的発信 46名 31.3%
積極的発信 39名 26.5%

(N=147)
Table 4　SNS の利用形態

Figure 2　SNS の種類別にみる利用形態
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用者のうち，7割を超える者がブログを，過半数の
者がFacebook を利用しており，SNSの利用形態と
して，全体的に，発信された情報に対して閲覧はす
るがコメントや「いいね」をしない「情報受容」形
式で SNS を利用している者が多いということが明
らかとなった。
　こうした結果をふまえ，今日の障害児・者の子ど
もをもつ保護者にとって，新時代におけるソーシャ
ルサポートの一形態としての SNS の有効性と課題
について考察する。
　現代の日本はスマートフォンやタブレット端末
など新たな携帯情報端末の普及が進み，それに伴
い SNS を介しての情報の受発信が活発化している
ことが調査の結果より明らかとなった。発達障害児
の保護者に最も共感できるのは同じ立場におかれた
保護者であり（植田ら，2016），幼い子どもを育て
ている保護者は SNS 上の知り合いをソーシャルサ
ポートとして有効であると知覚する割合が高い（水
内ら，2018）ことから，見た目ではわかりづらい障
害がある子どもをもつ保護者は，直接相談を持ち掛
けるよりも，匿名性があり，先輩保護者の生の意見
を収集できる SNS で情報収集をする傾向にあると
いえる。また，仕事をしながら子育てをすることも
多い現代社会では，時間と地域を超えた情報利用，
双方向のやりとりを可能にする点で SNS は優れ
たソーシャルサポートの一形態になり得るだろう。
また，利用されている SNS について，ブログと
Facebook が特に利用率が高い結果となったが，こ
れについては，その利用目的として，備忘録や趣味
などといった個人の記録や趣味のための利用，友人・
知人との交流や近況報告などといった他者とのやり
とりのための利用の大きく 2つの要素があることが
明らかとなった。このことから，障害児・者の保護
者にとって SNSは直接の知人には話せないことや，
親でなく一個人としての面を表現し，自分の時間・
テリトリーを確保するという意味でもソーシャルサ
ポートとして有効であると考えられる。
　一方課題としては，自ら情報を発信する「積極的
発信」群が少ないことから，必然的に情報発信数も
少なく，間違った情報があっても他の情報と比べる
ことができず，障害に関して偏った考えや間違った
知識をそのまま鵜呑みにする可能性があること，非
専門家の根拠のない意見によって影響を受ける可能
性があることが挙げられるだろう。しかし，社会全

体として携帯情報端末の普及が進んでいることや
SNS 利用率が増加していることからすれば，保護
者が望んでいる情報を明らかにしたうえで，正しい
情報を発信するとなれば，SNS 上のソーシャルサ
ポートは有効となりうる可能性は多分にあると考え
られる。
　なお，本研究のデータ数は十分とは言い難く，本
研究の知見を一般化することには留意する必要があ
る。
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